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１ はじめに 1 

平成 23年（2011年）３月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大2 

津波による災害（以下「東日本大震災」という。）及び東京電力福島第一原子力発電3 

所事故による災害（以下「原子力災害」という。）は、福島県（以下「本県」という。）4 

に甚大な被害をもたらした。平成 24年（2012年）５月には約 16万人の方が県内外5 

へ避難され、県内の地方公共団体においても、地震、津波に加え、これまでに経験6 

したことのない原子力災害への対応も求められた。 7 

環境創造センター（以下「センター」という。）※は、放射性物質によって汚染さ8 

れた環境の回復・創造に取り組むための総合的な拠点として、国のサポートのもと9 

本県が設置した施設であり、「環境創造センター中長期取組方針」（平成 27 年２月10 

策定、以下「第１期方針」という。）のもと、国の研究機関である国立研究開発法人11 

日本原子力研究開発機構（以下「JAEA」という。）及び国立研究開発法人国立環境研12 

究所（以下「NIES」という。）並びに本県（以下「３者」という。）が協定を結び（平13 

成 27年４月）、３者が緊密に連携・協力して、「モニタリング」、「調査研究」、「情報14 

収集・発信」及び「教育・研修・交流」（以下「４つの事業」という。）に取り組み、15 

放射性物質によって汚染された環境の回復及び県民が将来にわたり安心して生活16 

できる環境づくりに貢献してきた。 17 

東日本大震災・原子力災害から 14 年が経過し、除染活動や放射能の自然減衰に18 

よる空間線量率の低下、被災地におけるインフラ整備の進展、避難指示区域の一部19 

解除に伴う避難者の一部帰還、放射線に関する理解の促進など、本県の復興・再生20 

は着実に進んできた。一方で、未除染地域の残存、避難者の帰還の停滞、根強く残21 

る風評等の課題がいまだ残されているとともに、避難地域の復興・再生、廃炉と汚22 

染水・処理水対策など、復興のステージが進むにつれて新たな課題が顕在化してお23 

り、いまだ多くの困難を抱えている。世界にも類を見ない困難を抱える本県の復興24 

は、長く厳しい戦いとなることから、センターにおいても原子力災害の収束まであ25 

らゆる“挑戦”を続け、さらにその取組をシンカ（深化、進化、新化）させていく26 

必要がある。 27 

また、３者の連携協力の具体的方針を定めた第１期方針が令和６年（2024年）度28 

で終了することや、「福島国際研究教育機構基本構想」（令和４年３月 29 日復興推29 

進会議決定）に基づき、センターにおいて取り組まれてきた JAEA及び NIESにおけ30 

る放射性物質の環境動態研究の一部が、令和７年（2025年）４月に福島国際研究教31 

育機構（以下「F-REI」という。）に統合されることから、令和６年（2024年）７月32 

には、これまでのセンターにおける連携・協力体制に F-REI を加え、本県、JAEA、33 

NIES及び F-REI（以下「４者」という。）による連携・協力協定が締結された。 34 

今回、これまでのセンターにおける取組の成果や残された課題、社会情勢の変化35 

により顕在化した課題等を踏まえ、４者による新たな連携・協力体制の下で取り組36 

む４つの事業の具体的方針を定めた「第２期環境創造センター中長期取組方針」を37 

取りまとめた。 38 

 39 

※ 環境創造センターは、三春町施設（本館、研究棟、交流棟及び附属施設（大玉村、40 

猪苗代町））、南相馬市施設（本館及び校正棟）及び福島支所があり、福島県、JAEA、41 

NIES、F-REIで構成される。 42 
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２ 方針の適用期間 1 

本方針は、令和６年７月８日付けで４者が締結した「環境創造センターにおける2 

連携協力に関する基本協定」の有効期間等を踏まえ、令和７年（2025年）度から令3 

和 12年（2030年）度までの６年間とする。 4 

 5 

３ 方針の推進体制等 6 

(1) 推進の考え方  7 

本県は、「福島県総合計画（令和３年 10月 福島県）」、「福島県環境基本計画（第8 

５次（令和３年 12 月 福島県）」等に基づき、JAEA、NIES 及び F-REI と連携・協9 

力を図りながら、環境回復の推進と美しい自然環境に包まれた持続可能な社会の10 

実現を具現化するための取組を主体的かつ総合的に行うことにより、本方針を推11 

進する。 12 

JAEA は、我が国における原子力に関する唯一の総合的な研究開発機関として、13 

本県及び地元自治体のニーズを踏まえ、住民が安全に安心して生活する環境を整14 

備するために必要な環境回復に係る研究開発として、モニタリング技術の最適化15 

等に取り組む。 16 

NIESは、我が国の環境研究に関する中核的機関として、東日本大震災等の災害17 

から得られた経験知を踏まえ、被災地での中長期的な環境影響の実態把握・評価、18 

地域との協働を交えた被災後の環境回復・環境創生のための実践的研究、将来の19 

大規模災害に備えた強靱で持続可能な社会構築に向けた研究・技術開発に取り組20 

む。 21 

F-REI は、福島復興再生特別措置法に基づき設立された特別な法人として、世22 

界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指すこととしており、自然環境につい23 

ての調査分析や、被災地の安全性を高めるための科学的知見の蓄積と情報発信を24 

行うことにより、本県の課題解決に貢献する。 25 

また、JAEA、NIES及び F-REIは、本方針について各法人の事業計画への反映に26 

努め、本県の環境回復・創造のため、その豊富な知見と優れた研究リソースを活27 

用して、センターを構成する４者が一体となって総合的な機能が発揮できるよう、28 

本方針を推進する。 29 

(2) 推進機関 30 

センターにおいて、環境の回復・創造のための取組を推進する４者の機関は次31 

のとおりである。 32 

福島県 ：福島県環境創造センター（センターを構成する本県の出先機関。以

下「県センター」という。） 

JAEA ：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所

廃炉環境国際共同研究センター（以下「CLADS」という。） 

NIES ：国立研究開発法人国立環境研究所福島地域協働研究拠点（以下「国

環研福島拠点」という。） 
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F-REI ：福島国際研究教育機構環境動態研究 F-REI 直営ユニット（以下「F-

REI直営ユニット（仮称）」という。） 

 以上の４つの推進機関については、以下「４機関」という。 1 

(3) 推進体制 2 

ア 環境創造センター運営戦略会議 3 

４機関が連携・協力して中長期にわたり取り組む４つの事業の具体的方針を4 

定めた環境創造センター中長期取組方針の策定等を行う。 5 

イ 環境創造センター県民委員会 6 

各界・各層の県民により構成され、センターが取り組む事業について県民の7 

ニーズを反映させるため、環境創造センター中長期取組方針、環境創造センタ8 

ー年次計画への意見・助言を行う。 9 

ウ 環境創造センター連絡調整会議 10 

４機関の代表者等で構成し、４機関の連携・協力体制の推進を図り、本方針11 

に基づく年次計画を策定する。 12 

また、４機関の連携・協力を効率的に進めるため、連絡調整会議の下に４機13 

関の職員等で構成する以下に示す２つのワーキンググループを置く。 14 

(ｱ) 調査研究ワーキンググループ 15 

調査研究事業に関する３つの部門毎に外部の有識者（アドバイザー（仮16 

称））等の助言を受けながら、調査研究に関する計画案の作成、進捗管理、17 

成果の発信等を行う。 18 

表１ 部門一覧 19 

部門 調査研究分野 

放射線計測・

廃棄物部門 

避難指示区域解除・廃炉作業の促進のための周辺環境影響等の

把握、放射性物質を含む廃棄物等の適正な処理・処分等 

環境動態・ 

生態系部門 

放射性物質の環境中における挙動の把握・予測、リスクの総合的

評価と情報発信、野生動植物や生態系における影響の把握等 

環境創造部

門 

脱炭素社会・気候変動適応に向けた将来推計、地域資源を活用し

た持続可能な地域づくり、ごみ排出量削減等 

 20 

(ｲ) 情報・交流ワーキンググループ 21 

情報収集・発信及び教育・研修・交流事業に関し、４機関が連携する事業22 

の実施に向けた調整・検討を行う。 23 

 24 

推進体制のイメージは、図１のとおりである。 25 

 26 

 27 
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 1 

図１ 推進体制のイメージ 2 

 3 

４ 事業の基本的な考え方と課題 4 

センターの事業は、その設立の趣旨から次の考え方を踏まえることが必要である。 5 

 
【センター事業の基本的な考え方】 

 
  

・ 原子力災害が引き起こした環境の激変や環境回復・創造に向けた数多くの課

題を認識し、避難地域住民をはじめとする県民の意向をセンターの取組に反映

させることが重要である。そのため、環境放射能等のモニタリングや環境回復・

創造に向けた調査研究、科学的な知見に基づく情報の発信等を通じて県民が安

心して生活できる環境が一刻も早く実現されるよう、復興・再生等の進捗によ

る状況変化に合わせて対応を強化していく。 

・ 子どもたちをはじめとする県民が安心して快適に暮らせる環境づくりのた

め、本県の復興・再生の未来を担う人材の育成や脱炭素、持続可能の観点から

のまちづくり等の取組について、変革を図り続けながら、県民の多様化するニ

ーズに応えられる安全と安心が確保された社会を、絶えず新たな挑戦をもって

追及し構築していく。 

 6 

上記の基本的な考え方を踏まえ、国のサポートの下、４者が、総合的、発展的な7 

連携・協力に取り組むための体制強化を図りつつ、センターにおけるこれまでの取8 

組の成果を踏まえ、必要な取組については継続的に取り組むとともに、以下に示す、9 

残されている課題や新たに顕在化した課題に対して総力を挙げて取り組む。 10 

 11 

 12 
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【今後の課題】 1 

東日本大震災・原子力災害から 14 年が経過し、特定復興再生拠点区域の全ての2 

避難指示解除や大熊町、双葉町、浪江町及び富岡町における特定帰還居住区域の認3 

定、生活環境の整備など、復興は着実に前進してきた一方で、帰還困難区域では今4 

なお避難指示が継続している他、除染により発生した除去土壌等を管理・保管する5 

中間貯蔵施設の運営が行われている状況に加え、根強く残る本県に対する風評、原6 

子力災害の風化、除去土壌等及び廃棄物の処理、環境中の放射性物質による影響の7 

解明、野生動植物の摂取制限・出荷制限の継続など原子力災害に起因する課題は多8 

く山積している。 9 

また、ALPS 処理水の海洋放出や燃料デブリの取り出しなど廃炉の進展に伴う県10 

民の安全・安心の確保や風評被害、避難指示解除に向けたデータ取得のための環境11 

放射能モニタリング、持続可能な地域社会の構築など本県の未来に向けた調査研究12 

が必要である。加えて、東日本大震災・原子力災害の経験・記憶がない世代に対す13 

る震災学習や放射線教育への対応など、新たな課題も顕在化しつつある。 14 

こうした状況の中、センターは、県民が安心して生活できる環境及び未来を担う15 

若い世代が誇りに思える本県の未来を創造するため、センターにおけるこれまでの16 

取組成果を踏まえ、必要な取組については継続的に実施するとともに、残されてい17 

る課題や新たに顕在化した課題にも対応するため、着実に４つの事業を継続してい18 

く必要がある。 19 

 20 

５ 事業方針 21 

放射性物質により汚染された環境の回復及び県民が将来にわたり安心して暮ら22 

せる環境の創造のため、４機関において緊密に連携しつつ、国のサポートの下、県23 

庁関係各課、研究機関、大学、NPO等の協力を得ながら、また、「４ 事業の基本的24 

な考え方と課題」及び「参考 これまでの成果」を踏まえ４つの事業を着実に実施25 

していく。 26 

(1) モニタリング 27 

ア 事業の方向性 28 

環境放射能や有害物質等のモニタリングについては、国や本県の各種計画に29 

基づき、また、廃炉作業の進捗や避難指示区域の解除など本県の復興・再生の30 

状況、社会情勢の変化等を踏まえ、関係機関と連携し、引き続き、県内全域に31 

おいて各種モニタリングを着実に実施する。 32 

特に、環境放射能については、廃炉作業に係る中長期ロードマップの進捗状33 

況や「ALPS 処理水の取扱いに関する基本方針の着実な実行に向けた行動計画」34 

等を踏まえ、モニタリングを実施する。 35 

イ 事業方針 36 

① きめ細かで継続した環境放射能モニタリング 37 

国の「総合モニタリング計画」及び本県の「原子力発電所周辺環境放射能38 

等測定基本計画」に基づき、原子力発電所の周辺地域をはじめ、県内全域で、39 
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空間線量率や大気、水質、土壌中の放射性物質などきめ細かなモニタリング1 

を実施する。 2 

特に原子力発電所周辺地域では、本県の環境放射能モニタリングの方針に3 

基づき、原子炉建屋のがれき撤去、燃料デブリ取り出し、ALPS処理水の海洋4 

放出などの廃炉作業に応じたモニタリングの強化・拡充等に係る計画に対応5 

して、県民の安全・安心の確保に向けたモニタリングを実施する。 6 

また、県民や地方公共団体のニーズ、専門家の意見、調査研究成果等を各7 

種計画に反映させ、モニタリングを実施する。 8 

② 環境における有害物質等モニタリング 9 

県庁関係各課が定める計画に基づき、大気、水質、土壌等に含まれている10 

有害物質等のモニタリングを着実に実施し、環境の保全及び県民の安全・安11 

心に寄与する。 12 

また、調査研究事業と連携した猪苗代湖の水質改善のための調査を継続し13 

て実施する。 14 

③ モニタリングデータの一元管理、解析・評価等 15 

環境放射能のモニタリングデータは、県民や様々な機関が閲覧等の利用が16 

できるように一元管理するとともに、データの解析・評価を行い、原子力災17 

害の影響やその後の環境放射能の変化等をわかりやすく発信する。 18 

また、有害物質等のモニタリングデータは、県庁関係各課をはじめとする19 

関係機関と連携して解析・評価を行い、環境基準の達成状況等を確認する。 20 

さらに、環境放射能や有害物質等のモニタリングに必要な測定機器を計画21 

的に整備し、適切に維持管理するとともに、分析精度管理等の実施により、22 

モニタリングデータの信頼性を確保する。 23 

④ 緊急時におけるモニタリング 24 

原子力発電所における事故発生に備え、原子力防災訓練やオフサイトセン25 

ター活動訓練等を通じて、緊急時における環境放射能のモニタリング体制の26 

充実・強化やモニタリング要員の技能向上を図るとともに、万が一事故が発27 

生した場合は、原子力災害対策指針に基づく緊急時モニタリングを適切に実28 

施する。 29 

また、有害物質等が環境中に放出し又はそのおそれが生じるなどの環境汚30 

染事故が発生した場合は、県庁関係各課室等の関係機関と連携して速やかに31 

モニタリングを実施し、周辺生活環境への影響を確認する。 32 

さらに、中間貯蔵施設、特定廃棄物埋立処分施設等において、事故が発生33 

した場合には、放射性物質や有害物質のモニタリングを実施し、周辺環境へ34 

の影響の有無を確認する。 35 

 36 
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(2) 調査研究 1 

ア 事業の方向性 2 

これまで、放射線計測、除染・廃棄物、環境動態、環境創造の４つの部門で3 

研究を行い、得られた成果は避難指示解除の検討や市町村等のカーボンニュー4 

トラル計画策定に活用されるなど、県内の環境回復や環境創造に寄与してきた。 5 

一方、帰還困難区域を除いた面的除染の完了、除去土壌等の中間貯蔵施設へ6 

の搬入の概ね完了等、県内の環境回復は着実に進展したものの、廃炉作業や除7 

去土壌等の県外最終処分、住民の帰還促進に向けた放射線モニタリングの確実8 

な実施等、残された課題を解決し、原子力発電所及び周辺地域の安全・安心確9 

保に向けた研究に取り組む必要がある。 10 

また、森林の大部分が未除染の状態にあり、林産物や野生動物をはじめとし11 

た食用とされる一部の自然資源では摂取制限・出荷制限が続くなど、東日本大12 

震災・原子力災害による影響を長期的な観点で把握し、環境回復と自然との共13 

生に資する研究の継続が必要である。 14 

さらに、住民の帰還を促進し、安心した暮らしを実現するためには、環境回15 

復の推進にとどまらず、人口減少や少子高齢化、気候変動への緩和や適応等の16 

社会情勢の変化を踏まえる必要がある。このため、2050年カーボンニュートラ17 

ル達成や地域循環共生圏等の考えを取り入れた持続可能な社会の実現に資す18 

る研究の継続が必要である。 19 

これらの課題等に対応するため、部門を放射線計測・廃棄物、環境動態・生20 

態系、環境創造の３つに再編し、東日本大震災・原子力災害からの環境回復に21 

よる安全・安心を踏まえた、美しい自然環境に包まれた持続可能な社会の創造22 

に向け、調査研究に取り組む（図２ 調査研究事業イメージ）。 23 

 24 

図２ 調査研究事業イメージ 25 
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また、研究を効果的に推進するため、４機関の知見や強みを活かした連携を1 

行うとともに、部門間での連携を行う。 2 

さらに、行政機関及び情報収集・発信事業をはじめとした他事業等と連携す3 

ることで、得られた研究成果の社会実装に努めるとともに、県民目線のわかり4 

やすい情報発信を行う。 5 

なお、上記の調査研究を推進するにあたり、調査研究計画を別冊にまとめる6 

こととし、研究内容については、社会情勢の変化や県民ニーズ等に柔軟に対応7 

するため、随時見直しを行うものとする。 8 

イ 事業方針 9 

① 放射線計測・廃棄物 10 

避難指示区域解除や廃炉作業が進む中で、原子力発電所及び周辺地域の安11 

全・安心確保に向け、原子力発電所周辺環境等への影響評価や避難指示区域12 

におけるモニタリングがより重要なものとなる。また、廃棄物の最終処分場13 

における放射性セシウム等の長期的な管理や、除去土壌等の県外最終処分の14 

ための減容化・処分技術システムの確立といった課題への対応が必要になる。15 

さらに、環境再生事業等への理解醸成を進めるため、除染措置等による放射16 

性セシウムの移動・集積量の可視化が必要である。 17 

このため、原子力発電所周辺環境における空間線量率のシミュレーション、18 

モニタリング技術の最適化と原子力防災への適用等に取り組むほか、廃棄物19 

最終処分場内の放射性セシウム等の挙動予測、除去土壌等の減容化・処分技20 

術システムの開発、除染措置や廃棄物処理に伴う放射性セシウムのフロー評21 

価などに取り組む。 22 

② 環境動態・生態系 23 

原子力災害発災当時、森林に沈着した放射性物質の大部分が現在も森林内24 

に留まっており、林産物や野生動物を始めとした食用とされる一部の自然資25 

源ではいまだに出荷制限等が課せられている。これら資源の早期の活用や林26 

業をはじめとした森林内での活動の再開等に向け、放射性物質の環境中にお27 

ける挙動の把握・予測及び環境回復手法の開発が必要となっている。また、28 

環境回復が進む避難指示解除区域及びその周辺区域では、住民の帰還促進や29 

安全・安心なまちづくりを進めていくうえで、被ばく線量に係るリスクの総30 

合的評価の開発が必要となっている。さらに、外来生物の生息域拡大や野生31 

動物が媒介する感染症などの課題解決や、人と自然が共生する里地里山地域32 

の生物多様性と健全な生態系の保全や回復が必要となっている。 33 

このため、森林や陸水域における放射性物質の動態や移行メカニズムを明34 

らかにし、人間活動の影響と移行抑制対策の評価に係る予測モデルや環境回35 

復手法の検討・開発及び被ばく線量に係るリスクの総合的評価手法の開発に36 

取り組むとともに、生物相・生態系の実態把握及び感染症等と野生動物の動37 

態・分布などに関する調査研究に取り組む。 38 

③ 環境創造 39 

本県では、2050 年までにカーボンニュートラルを達成する目標を宣言し、40 
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今後、脱炭素社会構築に向けた取組の成果と気候変動の影響の実態把握が一1 

層重要になる。また、第５次福島県環境基本計画に基づき、SDGsや地域循環2 

共生圏の考え方を取り入れた持続可能な社会の実現に向けた施策の展開が3 

図られ、県内における地域づくり、とりわけ被災地においては復興まちづく4 

りが進められる中で、これまでの施策の検証及び社会・経済・環境の各分野5 

に対する相乗効果を引き出すことが求められている。さらに、東日本大震災6 

後に増加・高止まりしているごみ排出量の削減が課題となっているほか、少7 

子高齢化が進む中で、持続可能な森林や河川流域の管理などが課題となって8 

いる。 9 

このため、脱炭素社会・気候変動適応に向けた将来推計、持続可能な地域10 

創生及び被災地の復興に資する社会システムデザインに係る研究、地域計画11 

の評価・解析手法に係る研究、ごみ排出量削減等に係る研究などに取り組む12 

ほか、地域づくりのための地域資源活用、本県のシンボルである猪苗代湖の13 

気候変動を踏まえた水質予測などに取り組む。 14 

(3) 情報収集・発信 15 

ア 事業の方向性 16 

原子力災害を起因とする風評の払しょく、原子力災害の風化防止、県民の安17 

心の確保を目的とし、引き続き、原子力災害に関連する本県の状況や放射線に18 

関する正確な情報について、センター交流棟「コミュタン福島」（以下「交流19 

棟」という。）の展示、ウェブサイト等の各種メディアや交流棟におけるイベン20 

ト、関係団体と連携した県内外での活動により情報発信を行う。 21 

また、モニタリング事業の結果や調査研究事業の内容・成果についても、交22 

流棟の展示や各種メディア、交流棟におけるイベントをはじめとした様々な機23 

会を積極的に活用し、効果的な手法を検討した上で、情報発信を行う。 24 

イ 事業方針 25 

① モニタリングデータの収集・発信 26 

モニタリング事業により得られた環境放射能や環境中有害物質等のモニ27 

タリングデータ及び他の団体・機関の取組により得られたモニタリングデー28 

タについて、センターにおいて一元的に収集し、交流棟の展示やウェブサイ29 

ト等を活用して、県民をはじめ、様々な方にわかりやすく、かつ利用しやす30 

い形で発信する。 31 

② 調査研究内容・成果の発信 32 

調査研究成果について、学会や学術論文等において、研究者や専門家に向33 

けて発信するとともに、成果報告会やウェブサイト、交流棟の展示、関係機34 

関や市町村の広報誌等の様々な媒体を効果的に活用して、県内外に向けてわ35 

かりやすく発信する。 36 

また、県民等とセンター研究員との交流の場を積極的に設け、調査研究事37 

業の内容・成果を発信することにより、放射線や環境、本県の環境回復・創38 

造の現状等に関する理解促進に取り組む。 39 

さらに、調査研究事業の内容・成果の情報発信等を効果的に行うために必40 
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要なセンターの体制を検討していく。 1 

③ 環境回復・創造に関する情報収集・発信 2 

本県の環境回復・創造に関する情報について、他の団体・機関の取組も含3 

めて広く収集し、交流棟の展示やウェブサイト等のメディアやセンターが開4 

催するシンポジウムなどの様々な機会を活用し、県民等へ情報発信するとと5 

もに、関係機関における取組状況や成果等を共有する場を設ける。 6 

また、センター等が開催するイベント等において、「教育・研修・交流」事7 

業において育成した人材を活用した情報発信を積極的に行う。 8 

④ 交流棟における取組 9 

いまだ根強く残っている本県に対する風評の払しょくや原子力災害の風10 

化防止、放射線に関する正確な知識の普及のためには、交流棟への来館の促11 

進を図ることが有効であることから、集客イベントや他の博物館等との連携12 

による企画展等を定期的に開催するとともに、リピーター確保のため、交流13 

棟展示の更新、SDGsや気候変動問題など多様な観点からの体験研修プログラ14 

ムの開発、質の高い来館者対応のための運営スタッフの育成等を行う。 15 

交流棟展示については、本県の復興・再生の進展や廃炉・汚染水・処理水16 

対策の課題、気候変動問題等をはじめとする本県を取り巻く社会情勢の変化17 

に対応するとともに、センターにおける調査研究事業の内容・成果をわかり18 

やすく発信するために、適時、内容を更新する。 19 

さらに、県内外の小学校・中学校・高等学校、旅行会社等への訪問による20 

広報活動や市町村教育委員会等の学校関係組織へ積極的に交流棟で行う事21 

業を説明することで来館を促進する。 22 

(4) 教育・研修・交流 23 

ア 事業の方向性 24 

環境回復にとどまらず、本県の復興・再生を担う人材の育成を目的とし、４25 

機関それぞれの強みを生かしながら、引き続き、県内小学校等における放射線26 

教育の支援、各種人材育成講座の開設、体験研修プログラムの開発、県民や NPO、27 

関係機関の交流の場の設置を行う。 28 

また、育成した人材については、各講座において受講生のサポートを行うな29 

ど活躍する場を積極的に設け、世代を超えた交流、学習機会の創出、情報発信30 

等につなげる。 31 

イ 事業方針 32 

①  放射線等に関する教育 33 

本県の復興・再生を担う県内の児童・生徒においては、原子力災害を経験34 

した本県の状況を適切に理解し、また、放射線に関する科学的な知識を習得35 

することは、重要な課題であることから、県内小学校等における放射線教育36 

の拠点として交流棟の活用を促進するため、学校におけるニーズを踏まえた37 

展示案内や体験研修プログラムの開発を継続的に行うとともに、交流棟運営38 

スタッフによる質の高い来館者対応を行う。 39 
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また、原子力災害の経験・記憶がない児童・生徒の増加や放射線や本県の1 

復興・再生の現状についての認識不足から生じる風評が根強く残っているこ2 

とを踏まえ、放射線の正確な知識や本県の環境の現状についての理解促進を3 

目的とした交流棟の運営を行う。 4 

②  環境回復・創造に関する研修・交流 5 

本県の復興・再生を担う世代に対し、科学への興味喚起や本県情報の効果6 

的な発信、サイエンスコミュニケーションスキルの取得等の観点から、引き7 

続き、各年齢層別の人材育成講座を開設する。 8 

当該講座において育成した人材によるセンターの取組への参画の場を積9 

極的に設けることで、育成人材における本県の復興・再生への意識をより強10 

くし、加えて、サイエンスコミュニケーションスキルの向上につなげること11 

によって、センターの取組をより効果的に推進する。 12 

また、本県の環境回復・創造や復興・再生に向けて様々な取組を行ってい13 

る研究機関、NPO の知見等の共有のため、シンポジウム等を通じた他団体の14 

交流の場を設ける。さらに、国立科学博物館や東日本大震災・原子力災害伝15 

承館をはじめとする他の博物館等と連携した人材育成や各館所有の展示等16 

コンテンツの相互利用等により各館における取組の相乗効果を図る。 17 

 18 

６ 適用期間終了後の方向性（令和 13年（2031年）度以降） 19 

本方針の適用期間終了後（令和 13 年（2031 年）度以降）においても、廃炉・処20 

理水対策、除去土壌等の県外最終処分などの課題は長期にわたり継続する見込みで21 

ある。 22 

また、第２期復興・創生期間において福島復興と再生が進む中で、脱炭素社会・23 

循環型社会・自然共生型社会などの考え方が、復興や環境創造の上で重要となって24 

おり、それらの実現に向けた取組も引き続き必要となる。 25 

このような状況を踏まえ、適用期間終了後（令和 13 年度以降）においても、セ26 

ンターの事業の基本的な考え方である「避難地域住民をはじめとする県民の意向を27 

センターの取組に反映」させるとともに、「県民の多様化するニーズに応えられる28 

安全と安心が確保された社会」の構築を目指し取り組んでいく必要がある。 29 

そのため、適用期間終了後におけるセンターの事業方針については、それまでの30 

取組の進捗状況や社会情勢の変化等を踏まえながら、関係機関との連携・協力体制31 

を検討する必要があり、適用期間内に検討を進めることとする。 32 

 33 

７ 事業の評価 34 

事業を効果的・効率的に実施するため、４つの事業について、課題及び計画の妥35 

当性、実績を適切に評価し、今後の計画の妥当性等を適切に評価することが必要で36 

ある。 37 

また、原子力災害に起因する環境変化の深刻さを認識し、その環境回復・創造に38 

向けてあらゆる施策を講ずるため、避難地域住民をはじめとする県民の意向をセン39 
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ターの取組に反映させることは極めて重要である。 1 

このため、本方針の推進の考え方を踏まえ、適切に事業を評価するとともに、そ2 

の結果を県民委員会及び運営戦略会議に報告し、意見・助言を受ける。 3 

(1) 事業評価    4 

調査研究事業については、各機関が進捗状況、成果等をとりまとめ、 アドバイ5 

ザー（仮称）の助言等を受け、評価を行う。 6 

その他の事業については、県センターが中心となり、進捗状況、成果等をとり7 

まとめ、外部有識者等による助言等を受け、評価を行う。 8 

連絡調整会議は、上記の評価結果の取りまとめを行う。 9 

(2) 県民委員会及び運営戦略会議への報告等 10 

連絡調整会議は、事業評価の取りまとめを行うに当たっては、県民委員会の意11 

見・助言を受け、それを踏まえて取りまとめるとともに、その結果を運営戦略会12 

議に報告し、関係する資料を広く県民に公表する。 13 

 14 

８ 方針の見直し   15 

本方針は、各事業の進捗状況や社会情勢、県民ニーズの変化を踏まえて、運営戦16 

略会議等を開催し、適宜見直しを図る。 17 

 18 

  19 
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参考 これまでの成果 1 

センターでは、放射性物質により汚染された環境の回復及び県民が将来にわた2 

り安心して暮らせる環境の創造のため、これまで３者による連携・協力体制を構3 

築し、第１期方針に基づき次のとおり４つの事業を着実に進めるとともに、成果4 

を上げてきた。 5 

(1) モニタリング 6 

環境放射能のモニタリングについては、国の「総合モニタリング計画」、本県の7 

「環境放射能等測定計画書」等に基づき、生活環境や原子力発電所周辺における8 

水質、大気、土壌等のモニタリングを実施した。その結果、県内全域で年月の経9 

過とともに、減少する傾向にあることを確認した。 10 

また、環境中の有害物質等のモニタリングについては、県庁関係各課が定める11 

計画に基づき、一般環境や工場・事業場等周辺の水質、大気、土壌等のモニタリ12 

ングを実施した。その結果を踏まえ地方振興局等において事業者を適正に指導し13 

た。 14 

【モニタリング事業のこれまでの取組状況】 15 

① 環境放射能モニタリング 16 

・ 空間線量率や大気浮遊じんに含まれる放射性物質を連続測定するモニタリ17 

ングポストを原子力発電所周辺地域に設置し、環境放射能監視テレメータシ18 

ステムによる常時監視を実施した。 19 

・ 原子力発電所周辺地域の降下物、大気浮遊じん、大気中水分、土壌、上水、20 

海水、海底土等に含まれる放射性物質のモニタリングを実施するとともに、21 

原子力発電所周辺地域の監視測定結果の解析・評価に資するため、原子力発22 

電所周辺地域以外においても、降下物等に含まれる放射性物質のモニタリン23 

グを実施した。 24 

・ 学校や公園等を対象とする空間線量率の定点測定、路線バス等を利用した25 

走行サーベイにより、空間線量率モニタリングを県内全域において実施した。 26 

・ これらの結果、原子力災害で影響を受けた地域において事故前の測定値の27 

範囲を上回っている地点もあるが、県内全域で年月の経過とともに、減少す28 

る傾向にあることを確認した。 29 

・ ALPS処理水に係る海水モニタリングについては、測定地点や頻度を拡充す30 

るとともに、放出開始後は電解濃縮法による高精度分析の頻度を強化するの31 

に併せて迅速分析法（従来の方法を基に測定時間等を短縮した方法）による32 

分析も実施し、人や環境への影響がないことを確認した。 33 

② 有害物質等のモニタリング 34 

・ 大気汚染防止法に基づき、県内全域において、二酸化硫黄や有害大気汚染35 

物質等の常時監視を実施し、オキシダントを除き環境基準に適合しており、36 

全国的な状況と大きな違いがないことを確認した。 37 

・ 本県の「水質測定計画」に基づき、有害物質を使用している工場・事業場38 

周辺等の地下水の水質を調査し、その結果、汚染が確認された場合は、汚染39 
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範囲を確認する調査を行うとともに、地方振興局において、事業者に対して1 

対策実施を指導した。 2 

・ 水質汚濁防止法及び大気汚染防止法等に基づく排出基準の遵守状況を確認3 

するため、汚水を排出する工場・事業場の排水を調査するとともに、廃棄物4 

焼却炉等の煙道排ガス調査を実施した。また、廃棄物処理法等に基づく排出5 

基準の遵守状況等を確認するため、廃棄物最終処分場の放流水等について調6 

査した。その結果を踏まえて、地方振興局等において事業者を適正に指導し7 

た。 8 

③ モニタリングデータの一元管理、解析・評価 9 

・  原子力発電所周辺地域のモニタリング結果は、原子力の専門家等で構成10 

される「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会環境モニタリン11 

グ評価部会」で評価を受けるとともに、速やかに県のウェブサイトで公表し12 

た。 13 

・ ALPS処理水に係る海水モニタリングの結果は、分析結果が判明次第速やか14 

に県のウェブサイトで公表した。 15 

・ 空間線量率等の測定データは、地図上で閲覧できる「放射能測定マップ」、16 

「空間線量率マップ」等により県のウェブサイトで公表した。 17 

・ 大気汚染、水質汚濁、騒音、化学物質等に関する調査分析結果、大気常時18 

監視データ等について、関係機関と連携し、環境基準等への適否などの解析・19 

評価を実施した。 20 

④ 緊急時におけるモニタリング 21 

・ 帰還困難区域で発生した林野火災においては、ダストモニタ等で大気中の22 

放射性物質の測定を実施し、周辺環境に異常がなかったことを確認した。 23 

・ 大気、水質に関する事故及び苦情等が生じた際に、環境への影響の確認及24 

び原因の特定、改善状況の把握等のため、水質等の調査を実施した。 25 

(2) 調査研究 26 

放射線計測、除染・廃棄物、環境動態、環境創造の４部門において、３者のほ27 

か、IAEAをはじめとする他機関とも連携・協力を図りながら調査研究を推進した。 28 

面的な空間線量の把握、除染の効果予測や放射性物質に汚染された廃棄物の処29 

理に係る調査研究等の成果は、避難指示解除の検討や廃棄物の適正管理に活用さ30 

れるなど、県内の環境回復に寄与した。 31 

また、河川・森林・動物等の放射性セシウムの挙動解明に向けた調査研究を行32 

い、得られた成果を国内外に発信したほか、復興に伴う地域づくりの観点の調査33 

研究を通じ、市町村のカーボンニュートラル計画策定に資する等、県内の環境創34 

造に寄与した。 35 

さらに、３者連携の取組として、県内で発生した林野火災や、令和元年東日本36 

台風等の自然災害に際し、環境中の放射性物質への影響調査等を実施したほか、37 

部門間を横断したテーマを設定し、３者の知見や強みを活かした研究に取り組ん38 

だ。 39 
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【調査研究事業のこれまでの取組状況】 1 

① 放射線計測部門 2 

・ GPS 歩行サーベイ等による空間線量率の測定技術を検討し、県事業等にお3 

ける空間線量率測定で活用された。【県】 4 

・ 無人ヘリ等による放射線測定システムを開発し、大規模モニタリングを実5 

施した。得られたデータは、除染効果の検証に活用された。【JAEA】 6 

・ 原子力災害の発災初期の甲状腺被ばく線量を面的に推計し、自治体や県民7 

への情報発信に活用された。【NIES】 8 

・ 電解濃縮装置を用いたトリチウム分析法について、相互比較分析等を     9 

通じて、高い正確性と能力の評価を得た。分析手法の知見は、モニタリング10 

事業での海水のトリチウム分析で活用された。【県】 11 

・ 有機結合型トリチウムの迅速分析法を開発し、海水や水産物の分析で活用12 

し、測定結果は漁協等へ発信された。【JAEA】 13 

・ 原子力災害の発災当初からの県内の空間線量率の経時変化マップを作成し、14 

ウェブサイトを通じて、県内の空間線量率に関する情報発信に活用した。【県】 15 

・ 特定復興再生拠点における空間線量等を被ばく線量評価システムにより評16 

価した。線量評価システムを自治体に提供しリスクコミュニケーションで活17 

用された。【JAEA】 18 

② 除染・廃棄物部門 19 

・ 除去土壌の保管容器等を調査し、運搬等に必要な耐久性が保持されている20 

ことを確認した。その知見は県の仮置場等技術指針に活用された。【県】 21 

・ 除染活動支援システム（RESET）により、除染後の空間線量率の将来予測を22 

実施し、自治体の除染検証や避難指示解除の判断等で活用された。【JAEA】 23 

・ 放射性セシウムを揮発分離させる溶融技術を開発し、中間貯蔵施設の減容24 

化施設で活用された。【NIES】 25 

・ 除染後の河川敷等で、除染効果が持続していることを確認し、河川管理者26 

や自治体における情報発信に活用された。【県】 27 

・ 室内ライシメーター試験による除去土壌の影響評価を行い、改質剤による28 

放射性セシウムの溶出抑制を確認した。その知見は国における除去土壌の有29 

効利用検討で活用された。【NIES】 30 

・ 令和元年東日本台風の災害廃棄物について調査を行い、県内の災害廃棄物31 

の処理推進に寄与した。【県/NIES】 32 

・ 一般廃棄物最終処分場を構造により分類し、放射性セシウムの浸出状況の33 

違いを確認した。この知見を放射性セシウムの挙動シミュレーションへ活用34 

することにより、処分場の長期的な管理や廃止の検討に資することが期待さ35 

れる。【県】  36 

・ 除去土壌等の減容化において、灰洗浄・吸着濃縮に用いられる吸着材の性37 

能評価の方法を提案した。除去土壌等の更なる減容化に寄与することが期待38 
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される。【NIES】 1 

③ 環境動態部門 2 

・ 浪江町で発生した林野火災の環境影響を調査し、放射性物質の挙動等に関3 

する調査結果を情報発信した。【県/JAEA/NIES】 4 

・ 貯水池等の放射性セシウムの変動傾向・蓄積量を評価し、除染検証や安全5 

性の理解促進のための情報発信に活用された。【JAEA】 6 

・ 自動撮影カメラから野生動物の個体数密度を推定する手法を開発し、その7 

知見が福島県イノシシ管理計画（第３期）で活用された。【NIES】 8 

・ 淡水生態系における放射性セシウムの移行評価の検討を行い、その知見は9 

国による被災地での水生生物モニタリング事業の検討において活用された。10 

【NIES】 11 

・ 放射性物質の環境動態等に関する知見を整理した、福島総合環境情報サイ12 

ト（FaCE!S）を開発し、ウェブサイトを通じて、放射性物質に関する知見の13 

情報発信に活用した。【JAEA】 14 

・ イノシシの筋肉及び胃内容物の放射性セシウム濃度に相関があることを明15 

らかにするとともに行動圏等を調査し、その知見が摂取制限や出荷制限等の16 

解除に向けた検討で活用された。【県】 17 

・ 阿武隈川と福島県浜通りの複数河川における放射性セシウムの移行状況を18 

観測した。出水災害等における放射性セシウムの移行挙動の解明への活用が19 

期待される。【県】 20 

・ 陸域動態モデル GETFLOWS により降雨直後の溶存態放射性セシウム濃度の21 

上昇・平水時の季節変動を再現した。生物に取り込まれやすい溶存態放射性22 

セシウムの発生メカニズム解明への活用が期待される。【JAEA/NIES】 23 

・ 営農再開水田において、水田生態系の健全性の指標の一つである赤トンボ24 

類の調査を実施し、自動撮影装置を用いた結果が目視調査によるものと一致25 

することを確認した。里地里山の環境指標となる昆虫のモニタリング調査の26 

省力化・効率化に寄与することが期待される。【NIES】 27 

・ 「野生鳥獣放射性セシウムモニタリングマップ」を作成し、ウェブサイト28 

を通じて、野生鳥獣（イノシシ、ツキノワグマ、ニホンジカ、キジ、ヤマド29 

リ、カモ類、ノウサギ）のモニタリング結果に関する分かりやすい情報発信30 

に活用した。【県】 31 

④ 環境創造部門 32 

・ 地域での森林バイオマス資源の活用や、再生可能エネルギーの導入につい33 

て検討し、その知見は三島町における地域循環共生圏の推進の検討に活用さ34 

れた。【NIES】 35 

・ 地域環境情報システムを活用し、情報発信とエネルギー効果の関係を解析36 

した。その知見は新地町における復興まちづくりの推進の検討に活用された。37 

【NIES】 38 

・ 猪苗代湖の中性化に伴う植物プランクトン細胞数の変化や流入する河川等39 
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の水質特性を解析し、得られた知見は湖の水質保全対策の検討に活用された。1 

また、湖の水質予測モデルを構築し、水質目標達成に向けた各河川の栄養塩2 

類削減率の算定を行った。【県】 3 

・ カーボンニュートラル達成に向けた計画策定手法のツール等を開発し、大4 

熊町におけるゼロカーボンビジョン策定等で活用された。【NIES】 5 

・ 自治体の災害廃棄物対応の支援ツールである「仮置場配置自動作成ツール：6 

Kari-hai」等を開発・公開し、全国の自治体の災害廃棄物対策研修等で活用7 

された。【NIES】 8 

・ 作物別の営農型太陽光発電の年間発電量ポテンシャルを推計した。今後、9 

地域での再生可能エネルギーの情報整備への活用が期待される。【NIES】 10 

・ 太陽光発電と風力発電の発電量の予測手法と、地域エネルギーマネジメン11 

トへの組込手法を検討した。これにより、新地駅周辺の地域エネルギー供給12 

シナリオを設定し、二酸化炭素排出量を算定した。この手法は同町や他の地13 

域における脱炭素化に向けた議論において活用される見込みである。【NIES】 14 

⑤ 部門間連携 15 

部門間を横断した以下のテーマを設定し、３者の知見や強みを活かした研究16 

に取り組んだほか、個別テーマで得られた知見の情報発信に向け、知見の集約17 

化を図った。 18 

〇バイオマスの利活用 19 

・ 木質バイオマスの原料となる県内の森林中の放射性セシウムの存在状況20 

に関する知見を得た。【環境動態部門】 21 

・ 利用可能な県内の木材や利用の阻害要因の把握を行った。【除染・廃棄22 

物部門、環境創造部門】 23 

・ バイオマスの利用技術や、地域特性を活かした活用について検討した。24 

【除染・廃棄物部門、環境創造部門】 25 

これらの知見を事例集としてとりまとめ、市町村等に提供した。放射性物質26 

を含む木質バイオマスを利用する際の知見として活用が期待される。 27 

〇放射性物質濃度の迅速な推定 28 

・ 空間線量率から放射性物質濃度を推定する手法をシミュレーション計算29 

により検討した。【放射線計測部門】 30 

    ・ 災害廃棄物仮置場にて空間線量率調査を実施するとともに、廃棄物を採31 

取してゲルマニウム半導体検出器により放射性セシウム濃度を測定した。32 

【除染・廃棄物部門】 33 

 ・ 空間線量率による推定手法の現場での適用可能性を評価するとともに、34 

採取した廃棄物を用いて、非破壊検査法による放射性物質濃度測定の精度35 

を評価した。【放射線計測部門、除染・廃棄物部門】 36 

これらの知見を報告書としてとりまとめ、ウェブサイトに掲載した。今後発37 

生する災害廃棄物の広域処理において活用が期待される。 38 



 

- 18 - 

(3) 情報収集・発信 1 

放射線に関する科学的な情報や原子力災害を受けた本県の現状、未来の姿に関2 

する情報等について、交流棟の展示やウェブサイト、関係団体と連携した県内外3 

での活動等により広く情報を発信し、放射線に関する正確な知識の普及や本県の4 

復興・再生に関する現状の理解促進等に貢献した。 5 

また、成果報告会における意見交換やセンター研究者との交流等を通じて、モ6 

ニタリングや調査研究の取組内容や成果を発信し、県民の安全・安心に寄与した。 7 

【情報収集・発信事業のこれまでの取組状況】 8 

① モニタリングデータの収集・発信 9 

・ 県庁各課室で実施している環境放射能等のモニタリング結果を一元的に集10 

約し、センターのウェブサイトにおいて情報発信した。 11 

・ 空間線量率について、県内外の数値を比較するため、県内のデータ、県外12 

及び世界各地のデータを収集し、交流棟の展示において情報発信した。 13 

② 調査研究成果の収集・発信 14 

・ 学会発表、論文投稿、刊行物・ウェブサイトへの掲載のほか、交流棟の展15 

示を活用し、センターの研究内容や成果について広く県民等に発信した。 16 

・ センター成果報告会や研究員によるサイエンストーク、研究棟等の施設見17 

学を実施するとともに、研究員等との対話・交流により研究成果を分かりや18 

すく発信した。 19 

③ 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信 20 

・ 環境創造シンポジウムを開催し、原子力災害からの環境回復・創造に向け21 

た取組を行っている研究機関、NPO等の取組を広く県民等へ周知した。 22 

・ 県内高校生によるプレゼンテーション大会を開催し、首都圏での TV 放送23 

をはじめ様々なメディアや機会を活用して本県の復興・再生等の状況につい24 

て県内外に広く発信した。 25 

④ 交流棟における取組 26 

・ 平成 28 年７月の交流棟の開館以来、約○○万人（令和７年２月末現在）27 

の来館者を迎え入れ、展示や体験研修プログラム、各種イベント等を通じて、28 

放射線に関する科学的な情報や原子力災害を経験した本県についての情報29 

を発信した。 30 

・ 交流棟展示等の見学による風評払しょく、風化防止等の観点から、県内外31 

からの来館を促進するため、県内外の小学校・中学校・高等学校、旅行会社32 

等への訪問による広報活動や市町村教育委員会等の学校関係組織へ積極的33 

に交流棟で行う事業を説明し、交流棟開館以来、延べ県内 3,428団体・111,90534 

人、県外 1,533 団体・41,070 人の学校等団体を迎え入れた。（令和６年３月35 

末現在） 36 

・ 交流棟展示における本県の復興・再生に関する情報を適時更新しながら情37 

報発信を行った。また、センターの研究成果の発信強化や社会情勢の変化等38 
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に対応するため、令和４年度に交流棟の展示をリニューアルし、最新の研究1 

内容や取組成果、本県の環境回復・創造に関する現状について情報発信した。 2 

(4) 教育・研修・交流 3 

県内小学校等の放射線教育への支援に加え、放射線や除染に関する研修会、環4 

境や SDGs を主体的に学ぶ講座を各年齢層別に開講するなど、本県の復興・再生5 

を担う人材育成に取り組むとともに、本県の未来を考え・創り・発信するきっか6 

けとする場としてシンポジウムを開催し、県民や NPO、関係機関等が交流する場7 

を設けた。来館者及び学校向けアンケートの結果においては、令和４年度にリニ8 

ューアルした展示物をはじめ、体験研修プログラムや各イベント内容について、9 

理解度及び充実度の観点から共に高い評価をいただき、放射線教育等の支援に寄10 

与した。 11 

【教育・研修・交流事業のこれまでの取組状況】 12 

① 放射線等に関する教育 13 

・ 平成 28年 7月の交流棟の開館以来、延べ 2,614校（県内小学校 1,913校、14 

県内中学校 141 校、県内高等学校 77 校、大学や高等専門学校などの県内高15 

等教育学校等 76校、県外学校 407校（令和６年３月末時点））に放射線教育16 

等の一環として交流棟が活用された。特に、県内小学校については、コロナ17 

禍等を除く毎年度、県全体の約 6割の小学校を交流棟に迎え入れ、放射線や18 

原子力災害についての理解を深める活動を支援した。 19 

・ 交流棟における効果的な学習を推進するため、学習指導要領や学校におけ20 

るニーズを踏まえ、霧箱やサーベイメータ等を活用した体験研修プログラム21 

を開発した。 22 

・ 原子力災害によって生じた様々な問題や放射線に関わる基礎知識等につい23 

て、県内中学校、高校及び大学への出張講座等を実施し、学校における放射24 

線教育を支援した。 25 

② 環境の回復・創造に関する研修 26 

・ 小中学校の児童・生徒を対象にした科学への興味・関心を喚起するための27 

科学講座（延べ、○○回開催・○○人受講（令和７年１月末時点））、高校生28 

を対象にした本県に関する情報の発信スキルを習得し様々なメディアや機29 

会において情報発信する講座（延べ、44回開催・79人受講）、一般を対象に30 

したサイエンスコミュニケーターを育成する講座（延べ、26 回開催・74 人31 

受講）など、各年齢層を対象とした人材育成講座を開設し、本県の復興・再32 

生を担う人材を育成した。また、センター主催のイベント等において、育成33 

した人材が参画する場を設けることにより、育成人材における本県の復興・34 

再生の意識醸成を図るとともに、センターの取組を効果的に実施した。 35 

・ センターにおいて、県内の高校を対象にセンターの研究員が講師となって36 

研究体験講座を開催し、センターの取組や研究成果を発信するとともに、参37 

加した生徒へ科学に対する興味を喚起し、意識醸成を図った。 38 

・ 県民の放射線や環境に関する意識醸成を図るため、附属施設（野生生物共39 

生センター及び猪苗代水環境センター）において、環境学習会を開催した。 40 
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③ 県民・NPO・関係機関等との交流 1 

・ 環境教育フェスティバルや環境創造シンポジウム等を開催し、放射線や環2 

境問題に関する理解を深めるとともに、高校生や NPO、研究機関等の交流の3 

場を設けた。 4 

・ 国立科学博物館や東日本大震災・原子力災害伝承館など他機関との連携に5 

より、出前講座やパネル展、運営スタッフとの情報共有等を実施し、来館促6 

進や交流に繋がる事業を推進した。 7 


